
っしミ 本

関

47 



48 



る。領iえ

る

4. 

i:: :J. 

制トス、／レコト。

ノ如クス、ノレコト。

コト。

75 

25 

90 
，工数見積含工

器管理，工場法規等

撲滅工作法 110 

技指指導法 i 25 

／レコト。

ノ

ヲ

コ

トG

15. 国



ヘノレコ i、O

ハ
υ戸
ヘ
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ヲ

8ヶ月ノ

る。

1年間の養成員数

コし
忍
幹
ト

京浜地方

阪神地方（大阪府）

東海地方（愛知県）

合計

300 

150 

120 

60 

750 300 

そして，これら

はヲ向日次のよう

る

OJ耐え
U



全授業時間数

18 

20 

10 

10 

製 際i 論

30 

精密 工作

25 

10 

工場危害訪止 10 

417 

18 

30 I 
18 

数 丘町ナさ2手 50 

全授業時開設
後期

18 

306 

6 
製 i玄i ヨ民ム間 25 

技諜？

実技指導練習 i 200 

体 投 i 30 

1コb恥 計 i 斜8

九

7第 百

53 



長．

になる。

モ

ラ

の

ト

は

も



とし、う

ぺきなので誌なかろうか。



ネ昭和55年11月18日．

1) 例えば， rLJ1埼昌詰

代教育史（霊）ふ説文堂新党社，昭和31年 5

F職業訴審立法のf~手~t!I 労働訟令協会，昭

和33年 7）主原正敏「戦時体制の進行と

宵J, ~立教育事i：究所編 F日本近代教育百年史（第

10巻J，文i啓堂， 1973年，

業諒i鏡石年史ふ 日産誇II，昭和総年6）主鶴谷三

《下》Jl, 日本労｛誘

この二つの施設設立以前における

しては，明治7年創立の東京開成学

校開設製作学教場，明治14年創立の職工学校，関治

の職禁言f!競指導員養成：との連続性は蒋し、口詳し

くは，文部省議：iff笑芸教育 50年史ふ昭和9年10

Jj , pp. 162-173及びpp.473-475を参照されたいむ

の r法令金書Jlo以下，特記誌記しない法令は F法令

F蕗工行政史J 昭

和30年10月， pp.330-334, pp. 192-1980 

5) 遊蕗産業省鋸 F蕗工致策史J第4巻，昭和36年

6) のことは，当時職長長成を行っていた数社のカ

ジギュラムを見ても朗らかである。 F本邦

工場銭山議長制度鏡安ふ昭和4年 9Jj, pp. 80-

1350 

り 担し，路工語、の設立当初から， 関

が，工務局工業課の分掌事項として定め

られていた。通商産業省 F蕗工政策史J第3巻，

昭和37年 3Jj, p.1850 

会〉 臨時産業合理局生産管理委員会

pp.1-6むな

9-21には，設府発行の職業謬II援用数

56 -

しては始めて，鉄道者工作局講の「晃翠ヱ

の「段治df下業の一部を見本として紹介

している。このことは，それまでの職長にない，

新たな職長の「責務」を具体的に求める手守

して，重要な画期を示していると言えよう。

10) 向上 F作業部究ふ日本工業協会，昭和11年2月委

p. 150なお，職長が行うべき部下の指導部憾につ

いてはそれまでにもかなり研究されていた。例え

ば花水比「作業ノ指導トハ作業呂的ヲ完

シ得ノレ立flク作業手ヲ誘導スノレコト……作業方法

実際ニ教エノレ」こととし， 「作菜方法J として（訂

作業Ii担序多（2）枠業上／「コヅム（3）作業上ノ

点，（生）工具ノ機能及使用法の 4点を挙げ歩これら

を充分に分析・研究する重要性を強調している岱

花水猛「総長ノ作業指等性j, If'謀議能率J第 1

昭和3年， pp.811-8260

11) 協調会町議長及職長指導者の教育ふ昭和7

jヲ， p.150なお，本主は大内経設の執筆による0

12) 「教育施設を特設していない事業所」の戦

「数学の知識その抱のー殻意識をも教へる必要が

る」とされていた。向上醤， p.1090

13) 例えば，昭和7年8月の社会烏労｛動部課査では，

2,267事業所の九職長養成を実施していた

14) 

15〕

所はわずか30ヶ所であり，この内部ケ所は官設工

場であった。向上 F工場鉱山の揺利施設調査

1教育修養施設ふ昭和8年 7月（統計編 pp.4-

47）。なお，日本工業協会理事の三村は，昭和 10

年代の「日本ノ産業界が非常ナノL勢ヲモツテ…

生産ヲ致シテ居ノレト云ウコトノ＼……大正10年前

額シテJ,

p・5.

リマシタノレ野本ノ能率増

レ ノレ」

rs本工業協会ノ創立ヲ回

ト経済J第77号，昭和14年 5）主

ジャ…ナリスムにおける論争は2

詑ーとにて，昭和14年 5月号より

「多能工か・単能主かJ として始支った。

この意味では，再養成論者ともが「所諒指導審養

成の問題の看過又は過少許｛寵」をしているとした

木内の批判は，当を得ていないと言える。木内誉

治「日本に於ける技術水準

8巻鋳 5号ラ昭和15年 5月，

P・27o 

16) これは敗戦時に全国で9ヶ所あったと言う。労錨

省職業安定局 F職業補導援要.!l（上巻），昭和27年



9月， p.5oこの内筆者が確認し得た施設は， 東

京（昭和15年 2丹），顎｜詩（問〉， 愛知（向）， 神

奈川（昭和16年lO}j), 北海道（昭和18年 2丹）で

ある。その他 F日本社会事業年鑓J昭和17年度版

p. 27L1によれば，大阪（昭和15年），兵態（昭和国

年），広島（向）に設蔵されたことになっている0

17) 平松秀二「技能者議成に就てj，町議業指導J第13

l忠昭和15年， pp.18-190 なお， F工業ト

経済s第86号，昭和15年2丹にも問名の論文があ

るがヲこれは若干鱈略化されているの

18) Jll西安三「式辞J，東京府幹部楼械工養成所 F東京

時幹部；議機工養成所概要ふ昭和16年4月， p.35o

19) 「設立主智J，向上書， p.lo 

20)' 25)' 27) ' 29) 向上書ラ pp.2-9, 

21)' 23) 北古賀英雄「所長経退報告J,

22) 

37. 

昭和15年 2月1313ラF警視庁東京府公

報Jlo以下，東京府令は再公報によるが絡すり

24) F指示事境ふ昭和15年 7月（自失LP膚 200

26) 「東京府幹部機紙工養成所養成規程j,

28) 

132号。担し当初は旋盤科，在上科，ブライ

ス盤科，研欝盤科の 4科が開設され，昭和昨年

月に定員が昼夜各65名に増大されると共に，鋳造

科ヲ熱交~理科及び鰭接科が増設された（東京府告

示第第526号）。なお手昭和18年度に誌上記の｛患に

製図科が加わり， 120名に対し， trs

務了数158名を差支えている。警翠庁 F勤

労行政域況（その三）ふ 昭和四年7fj, r日本労

働運動史料s欝9巻， 1965年， p.531所収。

官官，..，..，.士山市以4＇＂＂一円台山市川引L ＞，~ ＇？＼マム T ム 小林正

夫氏の開きとりによるの

30) 勾高同県幹部議獄工養成所援要ふ昭和路年8

pp.12-13. 

31) 東京府壌誠工養成所の設立経過につし

木輝雄・問中

1980年を参照されたし、0

32)' 37)' 57)' 58) 清家IE

33) 「産業能率J第10巻第7号，昭和12年，

34)' 41)' 45) 

10巻第11号，昭和12年ヲ p.斜6,817ヲ8120

35) 東京府告示第231号，昭和11年 4Jjl日。担しラ

これ比商工科を験く旋盤き設上，プライスラ

気銘接工科の4科に対Lでの科自で，前期，後期

の各361待問であった。

36) 当時東京府機械工養成所は6ヶ月の言＂諜であった

が， 3ヶ月毎の“髄持入所Th!J押をとっていたので

常に 2コ｝スの！生徒が在籍していたの揺永氏によ

ると， f間人指導を要する作業はその“先輩持が，

に指導し，先輩は「助教」的役割を果して

いたとし、う。

38) 清家正「機械工養成当面の開題j,

昭和12年 6月， p.63o

39) 5本工業協会「熟練工養成ニ関ス

ト経涜J第56号，昭和12年 8fl, P・ 3o 

40) r東京朝日新聞ふ昭和12年 6月29詩。

42) F公文類緊ふ昭和12年，開立公文書舘所議。

43) 同とのなお全文はヲ佐々木曜雄ー問中 F職業Wll諜

関係資料集 (I）大IE6年～昭和四年J]，職業部i

諜研究センタ｝調査研究資料第30号， pp.142-143 

に収録している口

44) F東京朝日新聞ふ昭和12年 7月24日。間報道によ

れば，その他全圏20ヶ所の道府県及び民間養成所

で1ヶ年1

約百万円，鉱山技街員に約150万円，合計約500万

円を要求した。しかし，主計局は以上の計画に対

し，合計11万丹の査定をしたため，商工省、は再度

合計1千万円の追加予算の要求をしたとし、う。

結〉 商工行政縄査会 F商工省、要覧ふ詣工行政社，昭

和14年11月， p.4170

認） F官報ふ昭和13年 4fl 1目。議工省令第13号。な

お，ヌ仁科に関する規程は次の還り。

第6条本科ノ授業科自及授業時間数左ノ部シ

時間数

第 1）ヲ 第2月 第 3月

6 6 6 

16 

材料強弱学 16 

議 誠 設 計 i 16 

工 材料 l 25 

製 間 i 115 I 117 I 120 

工 作 法 i 25 

工作機誠 i 25 

エ 数 学 i 15 I 15 I 12 



機 械還 請 7 

気通論 7 

京動機大意

場要韻 4 

管理

工場危害防止

体 6 

特別講 15 

12 12 

4 

4 

6 6 

15 15 

48) その熟練i却に 6ヶ月の教育器11諜で次めような襲

品を作成し得るものであったの「東京蔚議誠ヱ

成所見学記j‘F職業研究J第16号，昭和11年12月，

520 

数

41守

5台

7台

10台

諾j考授業科目及授業時間数ハ時宜ニ依リ之明 I i突式襲撃i10台

ノレコトアノレベシ 110月末 iボ … ノレ盤 i G台

2期 I l塑別I 2 

1 授業科目

製

設 皇室

社 上

rsbsz 
、、ポ糸Ta

利益

フライス盤科

籍 接 芋ト

額 ヱ 宇ト

木 知コニJ 季ト

鋒 工 r+ 

右ノ

2 授業時間数

授

旋

｛土

仕

上 火

j長 木型

型 鋳造

移譲及体操ニ在リテハ毎月各6時間，葉ノ能ノ

授業科目ニ在リテハ毎月各204時間トス

3議

授業手：｝13 i毎丹授業時間数

6 

204 

体操 6 

4期

授業科目 毎月授業時間数

i彦 6 

総合実習 204 

体 f曇 6 

49), 53) 絞f:lHJ：友会 F会員名簿ふ昭和32年度によれ

ば，東京機械工養成ffl等の卒業生氏昭和21年

丹までで l,265名を数えているがヲ

のi三加が明確でなくー「委託高等科生J とし

昭和18年 4月～19年 1月の卒業生の中に37名含ま

れているに過ぎないりこの能，

所の卒業生が 880名いる。なお，上記合計2,

名中， i治絡め勤務rAちが期総むな刊でいる者264
,... 
t同岨

共職業安定所J 3名）がし、る。また多福永民に

と今東京府機誠工養成Jfrでは毎i亘i，卒業生の内

の数名が問所の教官として残札大ill¥(及び名古屋

の官立機械工養成所にも多数が転託したとい

50) 労掛科学研究所町長業者及j主将認に

昭和17年 3月， p.37, 450なおう昭和15年 2月に

れるor工業ト経済」第87号，昭和15年 3月，p.37o

51) 浅蕗円治虫［5「我国ニ於ケル鞍主養成施設／現欝j,

ト経済」第86号，昭和15年 2月， p.8むなお多

搾.30～62広：再掲

してし、る0

昭和15年 8見

52) 綿谷俊夫 F技指数予言ふ育英出版ラ昭和19年

p.3920 

54) 大内経雄「鞍長養成ふ 昭和17年IOJ:I.

pp. 217~234で比 l第 uc.，最初に誤ったこと



教へないJ，「第2に，験：長自身がたえず勉強Lな

ければならなし＇ J, r第 3に一時に一事しか教へて

はならな＼，'J，「第4に組織的に物を教へなくては

ならなしリの 4点にまとめていたc

55) 白木工業協会 F工場ニ於ケル中盤工ノ養成J]，昭

孝行14年10月ペ課題説明第 1べ…ジ）， p.91o室

前掲「技能者養成方法研究会JF指導員部会Jで

はラ幹部機械工養成所の定員が「楕グ少イ j か

、ソトモヅトコノ施設ヲ拡充サLノマスコト

1月， pp.60-610

関保ノアノレ各府県ニ

ソノ養成方法ニ関ス

ていた。「職工議成

ト経済J第61号，昭和

.56) 語家正「議械工の養成についてふ F楼減

59) 

第39巻第234号， 昭和11年間丹，

vi.零

870 

れらの

戒の研究ふ

4務第2

昭和14年 7月訪日の還擦

問i事強弱ニ関スノレ｛牛J

「実翠指導員ハ＂ ........ ~役H工又ハ役付工候補者タル

ノナノレコトJ と議定したが，本稿で解明した二

種の指導員養成施設移了者については言及してい

ないo F労働時報ふ昭和14年 9月ヲ狩.3-50 

61) 公ー私立の議械工養成所（訪問所を含む）

第補助の基準を訴したものでヲ主にカリ

私立の機械

9月‘

技工透成所の指導員にも

ヱ養成所長了者については言及していなし、

機関工補導所の「指導員は少くとも

し、主こ

かし按械工捧導｝者の指導員への在用資格とし

立今下1

（~召和15年 7 ）ヲ多 Pヲ磯発

！義和紙）に明記していなかった。拙詰「壊滅工鴇

導河？の者fPidfrs存j略 r職業訓練J第 22巻第 1号，昭

和55:f:1三1月参！払

62) 戦前の 2諮のt~導員完成施設の鯵了者がラその

63) 

に関する

したが，「7年以上の安務の経設を有するものメ昭

和33年 7月職業部i説法施行規則，（労霞j省令第7

して， jJ~［誌に訓練法下の指海

員にはなれないとしていたc このことは，戦：誌の

f専門職的指導員J (fj民捕）

また養成ブi式の中でι長期~jl！絞諜

と鐘期言JI！続課程どのそれの関連について‘常に

な

64) 有詩元治「中央職業誇!l鍍所設霞の経緯じついてふ

F所報3

援所， p.

（昭和55年lOYJ6日




